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こんにちは。環境部です。
今回は、市役所５階にある環境保

全課をご案内します。
環境保全課では、市民の皆さんが

快適な環境の中で安心して暮らせる
よう、大気・水質などの環境監視や
アライグマなど外来生物への対策、
四日市公害による健康被害の補償に
関する業務などを行っています。
また、地球温暖化対策も大きな課

題ですが、これについては2015年に
開催された国連気候変動枠組条約第

21回締約国会議（ＣＯＰ21）におい
て「パリ協定」が採択され、日本は
温室効果ガスの排出量を2030年度
において、2013年度比で26％削減
する中期目標を設定しました。本市
においても、市民や事業者の皆さん
と一体となって地球温暖化対策に取
り組むべく、四日市市環境計画の見
直しを行い、新たな温室効果ガスの
削減目標を掲げていきます。同計画
は、2018年１月まで実施したパブリ
ックコメントの結果を踏まえ、同年
３月に改定する予定です。
皆さんも、日々の生活の中で節電

や省エネを意識していただくととも

に、身の回りのものを選ぶときに省
エネ性能が優れたものを選択するな
ど、ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ（クールチ
ョイス）の視点を取り入れ、できる
ことから地球温暖化対策にご協力を
お願いします。

→ →

第９回

市役所の各部署の業務などを政策推進監が紹介するコーナーです。
今回は、環境部の環境保全課をご案内します。

環境保全課
（緯354－8188 胃354－4412）

問い合わせ先

地球温暖化防止
キャンペーンロゴマーク

→

古着を売るつもりが
貴金属を買い取られた!?

［相談事例］
「不用品を買い取りたい」と電話が
あったので古着を用意して待ってい
たが、訪問した業者から「貴金属は
ないか」としつこく聞かれ、仕方な
く指輪を二つ出した。結局、業者は
この指輪二つだけを５千円で買い取
っていった。後で冷静に考えると、
最初の電話と話が違うし、指輪が二

つで５千円と安価だったことも納得
がいかず、取り返したい。
［アドバイス］

事例のように、自宅で物品を買い
取ってもらう際の訪問購入に関する
相談が寄せられています。
訪問購入では、クーリング・オフ

の適用があります。契約書面を受け
取った日から８日以内であれば無条
件で申し込みの撤回ができます。ク
ーリング・オフの期間中は、物品を
手元に置いておくことができるので、
買い取り価格は妥当か、本当に物品
を手放してもいいのか良く考えまし
ょう。

ただし、中にはクーリング・オフ
ができない場合もあります。契約は
慎重に行い、買
い取ってもらう
つもりがないと
きは、きっぱり
断りましょう。

■この記事に関する問い合わせ先
市民・消費生活相談室
緯354－8147 胃354－8452
■契約トラブルに関するご相談は
相談専用電話 緯354−8264
受付日時 月〜金曜日

（祝日・年末年始を除く）
9：00〜12：00、13：00〜16：00

市民・消費生活相談室に寄せられた相談事例などから、安全に安心し
て消費生活を送るために役立つ情報をお知らせします。

第６回

→

環境部政策推進監
岸本 敏彦


